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会  議  録 

会議の名称 第４回白岡市参画と協働のまちづくり審議会 

開催日 平成２７年８月１７日（月） 

開催時間 午後３時 から 午後５時 まで 

開催場所 白岡市役所 庁舎４階 会議室４０３ 

会長の氏名 内山欣春 

出席者（出席 

委員）の氏名・

出席者数 

神田芳晃、嶋津哲夫、五十嵐泰子、南 宣男、長谷川 博、内山欣春、

池澤照江 

７人 

欠席者（欠席 

委員）の氏名・

欠席者数 

渡部 勲、東川 勲、弓木和子 

３人 

説明員の職・ 

氏名 

市民生活部 部長 野口仁史 

地域振興課 課長 河野 彰 

地域振興課 主査 市民協働担当 内田英俊 

地域振興課 主任 市民協働担当 森島直希 

事務局職員の

職・氏名 

市民生活部 部長 野口仁史 

地域振興課 課長 河野 彰 

地域振興課 主査 市民協働担当 内田英俊 

地域振興課 主任 市民協働担当 森島直希 

その他会議出席

者の職・氏名 

傍聴者 ２人 

会議次第 

１ 開会 

２ 挨拶 

３ 会議事項 

⑴ 行政に係る自治のあり方の検証について 

⑵ 議会に係る自治のあり方の検証について 

⑶ 市民に係る自治のあり方の検証について 

４ 閉会 

配布資料 
会議次第 

資料１～資料３ 検証チェックシート 



- 2 - 

議   事   の   経   過 

発 言 者 議  題 ・ 発言内容 ・ 決定事項 

 

事務局 

 

 

内山会長 

 

 

 

事務局（森島主

任）） 

 

内山会長 

 

 

 

Ａ委員 

 

 

 

Ｂ委員 

 

Ａ委員 

 

 

Ｂ委員 

 

 

 

 

 

 

１ 開会 

河野地域振興課長の進行により会議が開会した。 

 

２ 挨拶 

内山会長から挨拶がなされた。 

 

３ 会議事項 

⑴ 行政に係る自治のあり方の検証について 

  事務局から資料１について、説明がなされた。 

 

 （質 疑） 

検証チェックの１つ目として、行政に関わる自治のあり方の検

証というところで説明がありました。これまでの説明で分からな

いところや質問、御意見等がありましたらお願いします。 

 

３ページ目の５条の所で「市民請求の署名数を投票資格者数の

６分の１と定めたものである。」とありますが、６分の１という

根拠が分からないので教えてください。 

 

６分の１の根拠はありません。 

 

無いのですか。それでは、提言書を出すときにこういうことを

出したのですか。 

 

これは、妥協の産物です。この辺が適当ではないかという現実

的な問題です。ここに書いてあるように、住民投票は乱発されて

はいけないものです。自治基本条例をつくる会の素案では、もっ

と厳しくて３分の１という案でした。市が少し厳しすぎると言っ

て、条例ではそれをやめようということになったのです。 

実際の投票の状況や投票率など、いろいろなことを議論して最

終的にここに書いてあるようなことになったもので、根拠のある
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Ａ委員 

 

内山会長 

 

 

 

 

 

Ａ委員 

 

 

 

内山会長 

 

 

Ａ委員 

 

事務局（内田主

査） 

 

内山会長 

 

Ｂ委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

ものではない。 

 

分かりました。 

 

Ｂ委員の説明のとおりです。この辺がいいだろうということで

決まった６分の１でした。ただ、そうはいっても、住民投票の請

求権ですので、軽々しく請求されても困るわけですから、そうし

た議論もありました。その上で決められた６分の１ということで

す。その他に何かありますか。 

 

同じページの４条の所に、１８歳から投票できるようになると

いうことが書かれていますが、白岡では、何名くらい増えるので

すか。 

 

つまり、平成２８年６月現在の１８歳以上２０歳未満の人数を

知りたいということですね。 

 

はい。 

 

今、手元に人口についての資料を用意しておりませんので、お

帰りまでに調べてお答えします。 

 

他には。 

 

１８歳に選挙権が変わるということは、国の制度が変わるだけ

ではなくて、当然、自治を発展させる上でも、この市として、選

挙権だけではなく、住民投票権もあるということに関心をもって

もらうのに１８歳の人たちに対する啓発活動をどうするのかは、

とても大事なことなのです。 

今は、ほとんどの市町村が選挙権ということに特化しており、

住民自治や住民参加など、１８歳以上の人たちが役割を果たすと

いうことも含めて啓発活動を進めているということがあまり無い

ような感じがします。 
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Ａ委員 

 

Ｂ委員 

 

 

 

 

事務局（河野課

長） 

 

 

 

 

 

 

内山会長 

 

 

 

Ｃ委員 

 

 

内山会長 

 

 

Ｃ委員 

 

 

事務局（内田主

１８歳以上の人がまちづくりに関わっていくことを具体的に

啓発活動するチャンスなので、是非やっていただきたいと思いま

す。 

 

その場合、どれを知らしめるべきとお考えですか。 

 

選挙権についての啓発活動に、自治基本条例の問題や住民投票

条例の問題をプラスして、白岡市では、まちづくりに関わる非常

に大きな役責を伴うことになることを、是非、周知していただき

たい。 

 

おっしゃるとおりだと思います。今までは、成人式の際に、選

挙の関係などの書類を配布しています。 

今回の場合は、選挙権は１８歳以上に引き下げられますが、成

人年齢は、２０歳のままということでずれが生じてきております。

１８歳以上にターゲットを絞った場合に、どういった形でその

方々にアクセスしていくかなどを、今後検討していかなくてはい

けないと考えております。 

 

ありがとうございます。そういったものが決まっていけば、こ

の自治基本条例に規定されていることも決まっていくということ

になると思いますけどね。 

 

   教えていただきたいのですが、第１３条の第５項の代理投票に

ついて、どういった形で代理投票をしているのですか。 

 

 代理投票について、具体的にどのような方法があるのかという

ことでしょうか。 

 

規定によりということが分からなかったので、具体的にどうい

うことがあるのかを教えていただきたい。 

 

それでは代理投票について、お答えします。 
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査） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｃ委員 

 

Ａ委員 

 

事務局（内田主

査） 

 

Ｂ委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内山会長 

 

 

 

字が書けない方等が投票所においでいただいた際に、代理投票

をお願いしますという意思表示をしていただきますと、投票の従

事事務者が２人立ち会いまして、御自身の意思表示にそって投票

用紙に記入しまして、これでよろしいですかと確認して、それで

投票していただくという形です。 

そういった事が定められておりますので、代理投票というの

は、委任状を持ってきてするものではなくて、投票所に御本人が

お出でいただいた上で意思を表示していただき、記載を代理する

ということです。 

 

   ありがとうございました。 

 

   ここの自治体では、そういった事例はあるのでしょうか。 

 

   通常の選挙では、多い投票所ですと１０人以上いらっしゃいま

す。 

 

   検証チェックシート１ページの第３条第１項について、市民参

画手続は、１つ以上の手続きを実施しなければならないと規定さ

れておりますが、市民参画手続きの中で、パブリックコメントは

１つの市民参画手続きであるにも関わらず、ほとんどがパブリッ

クコメントで終わっており、１つ以上を実施するという趣旨がほ

とんど生かされていないというのが実情だと思います。 

この参画条例というのは、市民がどう参画していくか促進して

いくために作ったものなので、この条文のままでいいのか、２つ

以上とするべきなのか、それとも以上とするが良いのか。 

パブリックコメントの意見が少ないことが分かっていながら

他の方法を考えていないのではないですか。 

 

   今の疑問に対して、過去の資料から具体的に説明できますか。 

   例えば、対象となるテーマによって、参画手続を１つとしたり、

３つとする方法があるのかもしれません。今は一律に１以上とし

ていますが、そのようなことが必要なのかもしれません。 
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事務局（内田主

査） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内山会長 

 

 

 

Ｄ委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

内山会長 

 

事務局（内田主

査） 

 

 

 

   今のＢ委員さんの御意見としてはパブリックコメントが多いの

ではないかということでしたが、事務局としましては、生涯学習

施設の建設やシティプロモーション戦略の策定などの新規の事業

につきましては、まずは市民アンケートを実施し、次の段階とし

て、公募を伴った審議会を開催し、その審議会で計画を練り上げ

て、最後にパブリックコメントを実施していると捉えています。

会長がおっしゃったように、内容に応じて必要があれば２つ以上

の市民参画手続きを実施していると考えております。 

通常、計画の策定であれば、公募を伴う審議会がありまして、

その後にパブリックコメントを実施しており、そういった意味で

は２つ以上の手続きを経ているものの方が多いのではないでしょ

うか。 

 

   分かりました。市民側からみれば、まだ少ないのではないかと

いう御意見です。この辺は、今後の実績に評価を加えていきたい

と思います。 

 

   ２ページの市民提案制度のところで、市役所内部での手続きや

協働についての啓発を図るというところがありますけれども、担

当部署の方々は、日々の業務の中で、自治基本条例とか市民参画

条例について、常日頃から意識しているかというと、それは僅か

な一部の者しかいないと思います。 

この内容を取り入れた研修を定例的にやっていただきたいと

思いますので要望します。また、若い職員には啓発の意味でやっ

ていただくことが必要だと思います。 

 

   回答はございますか。 

 

   我々が資料を作る際に、参画と協働の意識が十分浸透している

とはいえないのではないかと、そういった実感がありました。答

申を踏まえた上で、何が足らないのかを考えながら研修を行って

まいりたいと考えております。 
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内山会長 

 

 

 

 

Ｂ委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局（野口部

長） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内山会長 

 

 

 

 

 

   前向きな展開を期待します。 

これだけの量の資料をここで目を通していただいて、何かを指

摘するということは大変難しいかと思いますが、疑問があれば御

指摘ください。 

 

   今回、この参画手続条例の中には、地方自治法で定められてい

る参画手続き方法については、法律に規定されていることから、

一切記載していません。 

既成の地方自治法の中にも住民参画手法があるということを

含めて研修をしたり、資料を出すということを付け加えていただ

きたい。 

住民の請求として、５０分の１の有権者の署名をもって市長に

請願すると審議しなければならないことになっていることなど、

国の法律にあるものは削っていますので、そういうことを含めて

理解できるようにした方がいいと思います。 

 

   地方自治制度の中で、住民監査請求などの直接請求制度がござ

います。一般市民の方にその制度を周知するということでありま

すけれど、執行部としましては、市長自ら市民との対話集会、あ

るいは職員が出向いていって出前講座等を行っております。そう

いったものを最大限活用したいと考えております。 

   また、議員の皆様方も、それぞれの議員活動の中で、そういっ

た事に力を入れていらっしゃるようです。二元代表制ということ

で、執行部と議会が車の両輪となって、地方自治制度、本来の地

方自治制度をしっかりと展開するということも必要であると考え

ております。 

 

   それでは次に進みます。議会に係る自治のあり方の検証につい

て、事務局から説明をお願いします。 

 

⑵ 議会に係る自治のあり方の検証について 
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事務局（森島主

任） 

 

内山会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｅ委員 

 

 

内山会長 

 

 

 

 

Ｂ委員 

 

Ｅ委員 

 

 

Ｂ委員 

 

 

 

  事務局から資料２について、説明がなされた。 

 

 （質 疑） 

   第７条の右側の改善策、「課題の推進」というのは、若干言葉

が足らないという印象です。再確認をお願いします。 

それと、第１６条「地域活動及び地域自治組織」で、条文が、

「議会及び行政は、まちづくりにおける地域自治組織の役割を重

視し、その活動の支援に努めるものとする。」とあるのを、見直

しの方向性として、３番目の条文を改正するにマークが入ってい

ます。 

課題・問題点としては、「議会としては地域自治組織との連携

はない（個人としては密接に関係し、それぞれが動いてはいる）」

と書かれています。改善策としては、「議会を議員に改正する。

（地域自治組織とは？範囲）」となっております。 

この１６条について、御意見はありますか。 

 

「議会を議員に改正する」というのは分かるのですが、その後

の「（地域自治組織とは？範囲）」は、どういう意味ですか。 

 

「議会を議員に改正する。（地域自治組織とは？範囲）」の括

弧の中については再確認が必要ですね。 

第６章、地域活動及び地域自治組織の第２項で「議会及び行政

は」のところを変えると言っているのでしょう。 

 

「議員」にしたいということですね。 

 

   個人としては密接に関係しているから、「議員」にしたいとい

うことなんでしょうか。 

 

   地域自治組織を行政区として理解していると、この文面となる

ことは理解できるのですけれども、ここでいう地域自治組織は行

政区ではありませんので、確認をして議論した方がいいと思いま

す。 
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内山会長 

 

 

 

 

 

 

事務局（内田主

査） 

 

 

 

 

 

Ｃ委員 

 

 

 

事務局（河野課

長） 

 

それにしても議会も支援に努めるというのは、どうかという感

じがします。自治組織はあくまでも自治組織であるので、それを

議会が支援するというのは、ちょっと違うと思います。ましてや、

議員が支援に努めるとするというのは。 

議会がそこまでするのは必要なのかなと思います。 

   もう１つ確認してほしいのは、チェックシートの中に、「なし」、

「なし」とありますが、これは白紙という意味ですか。意見があ

りませんというのであれば分かるのですが、それを確認してほし

いのです。 

改善策はなし、それから課題・問題点はなしとなると、それは

ちょっと違うと思います。 

 

 第１６条、「議会及び行政は、まちづくりにおける地域自治組

織の役割を重視し、その活動の支援に努めるものとする。」この

条文そのものも、今の神田さんのお話からしますと、検討が必要

ということですね。 

   それと、表記のある括弧の中の意味合いを確認してくださいと

いうことです。 

 

   第１回会議の資料６の逐条解説に基づいて御説明いたします

と、議会及び行政は、地域において自主的な活動を行っている地

域自治組織の役割を重視して、それぞれの活動の自主性を尊重し

つつ支援に努め、また、地域自治組織が地域においてまちづくり

の重要なパートナーとなることが期待されるということで、規定

されているものです。 

 

   前回の検証チェックシートの地域活動及び地域自治組織の取組

状況で、行政区運営費交付金についての議論と同じような解釈を

しているということでしょうか。 

 

   今の１６条のところで、地域自治組織はＮＰＯや新しい団体を

含めて、大きな意味でボランティア団体など、そういった意味で、

市内において活動している団体に対しての支援ということです。 
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Ｂ委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内山会長 

 

 

 

 

Ｃ委員 

 

 

 

 

 

内山会長 

 

 

 

この自治基本条例は理念的な条例ですので、大きな意味で、議

会、市長を含めた行政につきましては、地域自治組織を役割が大

変重要なものだと位置づけをして、活動の支援に努めると。そう

いった包括的な意味での条文だということで、お考えいただけれ

ばと考えております。 

大きな意味で捉えていただくには、「議員」より「議会」の方

がよろしいのではないかと事務局としては考えております。 

 

   今のようなお考えによると、この問題点のところで、議会は地

域自治組織との連携は無いと書いてあるけれども、ボランティア

団体や様々な地域活動団体との議会の関わりは、結構ありますね。 

   もう１つ、１５条の回答では、「条文を尊重し推進している。」

と書いてあります。そして、「条文に従いこれまでどおり進めて

いく」となっています。それで、課題・問題点は「具体化されて

いない」、改善点は「具体化に向けて検討」となっています。具

体化されていなくて、条文を尊重し推進しているというのは、理

解に苦しむ。この流れが理解できません。 

 

   ここでは広く言っているのでしょうね。恐らく、議会としては

という捉え方をしているのでしょう。ここも確認が必要ですね。 

第１５条の、課題・問題点、改善策のところの確認をお願いし

ま。具体的にもう少し表現してほしいと思います。 

 

   第８章、次世代の第１８条。「子どもたちの未来のために環境

整備に努めている」ということですけれども、この辺が具体的に

どういうことになっているのでしょうか。「条例に従いこれまで

どおり取り組んでいく」「なし」「なし」となっています。どの

ように環境整備に取り組んだのか、具体的にお聞きしたい。 

 

   この場所ではお答えできないと思いますね。先ほどもＢ委員の

方から確認が必要だろうという御意見がありました。そうした御

意見ということでよろしいでしょうか。 
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Ｃ委員 

 

Ｂ委員 

 

 

事務局（野口部

長） 

 

Ｃ委員 

 

 

 

内山会長 

 

 

 

Ｃ委員 

 

内山会長 

 

 

Ｃ委員 

 

 

Ｂ委員 

 

 

 

内山会長 

 

 

 

 

   はい。 

 

   子ども議会というのは、議会が主催でやっていたのですか。そ

れとも生涯学習課が主催でやっていたのですか。 

 

   広聴広報の一環で始まったという経緯でございます。もちろん

児童生徒ですから教育委員会に協力を得ています。 

 

   次の１８条の２ですけれども、「成長段階に応じた参画の具体

化は難しい」「例えば高校生を対象にした議会の開催など」とあ

り、この辺の課題と改善策の流れが、よく理解できません。 

 

   第１８条２項、課題は「成長段階に応じた参画の具体化は難し

い。」、改善策として「例えば、高校生を対象にした議会の開催

など。」とありますが、高校生を対象に何かやりましたよね。 

 

   「難しい」のではなく、やっているのではないかと。 

 

   「成長段階に応じた参画の具体化は難しい。」については、「前

向きに検討します」など、そういう言葉が欲しい感じがします。 

 

それで改善策のところに、「高校生に対する議会の開催など」

と書いてあると、どういう意味なのか分かりづらい。 

 

「は難しい」を取ってしまえばよく分かる。「成長段階に応じ

た参画の具体化」が課題で、改善策としてはこういうことだとい

うのであれば分かります。 

 

   議会にチェックをお願いして、約２週間しか時間がなかった中

で、いろいろと確認してくれたということで、前向きに私たちは

受け止めたいと思います。 

議長名入りで回答をいただいたものですので、重要なものであ

ると考えておりますが、具体性をお願いしたいと考えております。 
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事務局（森島主

任） 

 

内山会長 

 

 

 

Ｂ委員 

 

 

 

 

 

 

 

内山会長 

 

 

Ｂ委員 

 

 

 

 

 

 

Ｃ委員 

 

 

 

   それでは（３）市民に係る自治のあり方の検証について、事務

局から説明をお願いします。 

 

⑶ 市民に係る自治のあり方の検証について 

  事務局から資料３について、説明がなされた。 

 

 （質 疑） 

第２章、第４条及び第５条について課題・問題点が提示されま

した。そして、その改善策が示されました。何か御意見はござい

ますか。 

 

一般的に権利というのは主張としないと実現しないというの

が常識です。市民が参画する権利を有するということは、市民が

自ら権利を主張しないといけない。 

情報を知る権利を有していても、実際にその権利を行使しない

と実現されないのです。議会の状況等は、参画をする自分自身の

問題につながってくるので、権利を主張し行使することが意識的

にならなくてはならない。 

 

改善策、課題については大体分かりますね。それに対して、も

う少し具体的な改善策があったら、分かりやすいと思います。 

 

自治基本条例の中で、市民自身が権利意識を持っているか、実

際に権利を主張できるかが、自治を育てていく上で最も基本的な

ことになります。 

審議会の答申として、市長から諮問されているので、市長に対

して意見は言うのですけれども、パブコメを含めて多少は市民を

意識してもいいと思います。 

 

市民の権利の条文に「市民はまちづくりに関し、自ら考え主体

的に行動するために必要な事項を学習する権利を有する。」とあ

りますが、実際にどうなのかというと、行政も市民も関心を持っ

ていないといけないけれど、言葉だけで終わらずに、もう一歩、
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Ｂ委員 

 

 

Ｃ委員 

 

 

内山会長 

 

 

 

Ｂ委員 

 

Ｃ委員 

 

Ｂ委員 

 

 

 

 

 

Ｃ委員 

 

 

内山会長 

 

 

 

 

 

 

 

具体的にどういう動きをしていくか。 

 

この辺は、市民参画条例に提案制度など、具体的な事が書かれ

ていて、それが機能してくると意識が高まってくると思う。 

 

市民がどれだけ関心が持てるようになるか。市民も関心を持た

なければいけない。 

 

市民という領域は、たいへん難しい部分だと思いますね。 

神田さんのおっしゃるとおり、何か付け加えますか。「市民の

権利をもっと主張してください」とか。 

 

言い方は難しいですね。 

 

積極的に参画してほしいと。 

 

地域自治組織などに参加するのは、まちづくりに参加するのと

同じことです。 

   市民は、地域のボランティアや市民自治的な活動をしている団

体に対して積極的に関わるべきという方が、もっと分かりやすい

のかなと思います。 

 

   「市民は主体的に参画するよう努めるものとする」と書いてあ

る。 

 

   ちょっと事例を出したいと思います。この審議会を開催する前

に例えば勉強会のようなものがあってもよかったと思っていま

す。「必要な事項を学習する権利を有する」とりますので、勉強

したいと市に申し上げることも市民の役目かもしれません。 

   私たちのうち、何人かは、自治基本条例をつくる会から会議に

参加してきましたから、ほんの少しは知識を持っているのですけ

れど、初めての方は「これは何」ということになります。事前に

学習する機会があれば、もっと有意義なものになるという感じが
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Ｃ委員 

 

 

 

内山会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ委員 

 

 

 

 

 

 

Ｅ委員 

 

 

 

Ａ委員 

 

 

 

Ｂ委員 

します。 

重要な部分について、勉強会をやってから審議会に臨むという

事例を作ってほしいと感じています。 

 

   私も１回目の会議に出たときに、感じが掴めず、事務局へ聞き

に行って分からなかったことを教えてもらいました。 

   今、おっしゃった勉強会は、やっていく必要があると思います。 

 

   ここに表現されているとおりでよろしいですね。「公募に応じ

た経験が無い者も、公募するようにしていくとともに、公募委員

のみならず、まちづくりサポーター登録者にも参画や協働につい

ての研修の機会を設けるよう行政に求めていく。」ということで

す。 

   私も白岡のホームページを開いて見ていますが、一生懸命探さ

ないと出てきません。市民参画手続という文言をいれると、パッ

と出てくるようにするなど、作り方を検討していただきたい。 

 

   課題の一番下の方に、「参画と協働のまちづくりサポーターが

いない。」とあります。 

サポーターがいなければ、それで終わらせないで、市の方から

お願いして、ゼロにしないようなことが必要だという気がします。

ゼロじゃないようにすれば、いろいろな意見が出てくるような気

がしますね。 

 

   それに関して、サポーターの募集をする時に、参画と協働の研

修をして、興味のある方に、やってみませんかというようにする

のも、一つの方法ではないでしょうか。 

 

   無料の講習会を行って、参加した人に「サポーターはこうです。

メリットはこうです。」と説明して、その中で手を挙げてもらっ

たらどうですか。 

 

   まちづくりは、こんなに楽しいんですよという企画をして、講
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Ｅ委員 

 

Ｂ委員 

 

Ｅ委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内山会長 

 

 

 

 

 

 

Ｅ委員 

 

 

Ｂ委員 

 

 

 

習型ではない参加型の、みんなで作り上げるような世代を超えて

やれるようなものを企画して、その参加者に、サポーターとして

やりませんかと。 

 

   そこから広がっていきますね。 

 

   イメージだけでは分からないから。 

 

   ただの募集だけだと、市民の人たちは、内容が分からないから

なかなか手を挙げないですよね。 

皆さんの興味を持つような周知をして、参加して研修を受けて

みませんかとなれば、何人か出るのかなと思います。 

前にも話したのですけれど、自治基本条例をつくる会が始まる

前に勉強会をしたということがありました。牛山教授から「難し

いことではなくて、自分が思ったことを言いなさい」ということ

を聞いて、自治条例の案を作るのに、すごく分かりやすくなりま

した。私は質問ばかりしていましたけれど、楽しくて、興味も増

したので、そういうものがあればいいと思います。 

 

   まちづくりという言葉は、かなりやわらかく表現されています

が、市民にとっては何を意味するのかという疑問があるかもしれ

ません。 

まちづくりを目的としてイベントを開いて、まちづくりに興味

をもってもらい、サポーターになってもらったら、なおいいと。

そういった企画も必要かもしれませんね。 

 

   そういった企画はどこですればいいのでしょうか。行政に任せ

るだけでいいのでしょうか。 

 

   協働の推進組織があれば、行政が前面に出るより、協働を行う

方が集まると思うし、市民提案制度もできているわけだから、市

民が提案をしながらやっていくことが重要なのかもしれません。 
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内山会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局（内田主

査） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内山会長 

 

   参画条例を議論しているときに、そういう話が出ていました。

市民と行政の担当者が常駐していて、そこに行けばまちづくりに

対する意見や情報を得られる常設の場所を作ったらどうだろうか

という意見がありました。 

そして、さらに発展して、まちづくりの組織ができあがると

いったこともできるのではないかということでした。 

市民をもっともっと参画させるためには、そういうことが必要

なのかもしれません。ただ条文を作ってＰＲするだけではなくて、

もっと施策を講じていかないといけないということでしょうか。 

 

   事務局の考えといたしましては、ホームページ等、市民の方に

対して分かりやすい周知ができているかというと、現在のところ、

やはりできていないと認識しております。 

まずは、ホームページを見ていただいた時に、どのような審議

会があって、どういう所掌事項で、今後の進行はどうか、という

ことをお知らせする市民参画計画を整理してホームページに載せ

ていかなければならないと考えております。 

今のホームページの構成は、制度作りの経過をお知らせする形

になっておりまして、実践の段階に移りましたので、今後の推進

に当たって、変えていきたいと思っております。 

そして、市民の方により参画していただくにはどうしたらよい

のかということについては、参画について魅力が記載された資料

が無いと、市民の方に伝わっていかないと思いますので、答申の

後、論点を整理して、制度をＰＲしていかなければならないと考

えております。 

   この審議会の条文におきまして、「参画と協働のまちづくりを

推進していく。」ことが所掌事項となっておりますので、まずは

この審議会において、事務局の案を提示させていただいて、市民

である委員の皆さんから御意見をいただいて、練り上げていきた

いと思っております。よろしくお願いいたします。 

 

   これで（３）市民に係る自治のあり方を締めくくりますが、よ

ろしいでしょうか。 
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事務局（内田主

査） 

 

 

 

内山会長 

 

 

 

 

 

Ｂ委員 

 

事務局（内田主

査） 

 

 

Ｂ委員 

 

 

事務局（内田主

査） 

 

 

内山会長 

 

 

 

Ｂ委員 

   それでは（４）に移ります。次回開催日について事務局から説

明をお願いします。 

 

⑷ 次回開催日について 

   事務局から次回開催日について、９月４日という提案がなされ

た。 

 

   （Ｃ委員から欠席の意向が示された。） 

 

   次回は、今まで議論されてきた内容が総括された形で答申書の

案になって審議会に提出されますので、その審議というか議論に

なると思います。 

   その外の皆さんは大丈夫ですね。９月４日１５時からというこ

とで、よろしくお願いいたします。 

 

   案というのはいつ頃出るのでしょう。 

 

   今、確たることは申し上げられませんけれど、当日お出しして

も当然議論ができないので、少なくてもその週にはですね、お出

しできるように整えたいと思います。 

 

   個人的に答申に対する意見は、案が早く出れば、出せますが、

事務局案を踏まえてお出しした方がいいと思ったものですから。 

 

   事務局で案をお出ししまして、それを見ていただいて、当日御

意見をいただきまして、修正した案を改めて御確認いただいて、

答申につなげていくということでお願いします。 

 

   次回は答申案なので、ここで意見をいろいろ述べていただく。

それを反映したものが次の第６回で答申書の形になって市長に提

出するという形になります。 

 

   答申書というのは、委員全員が賛成でない場合に、少数意見で
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事務局（内田主

査） 

 

 

内山会長 

 

Ｂ委員 

 

 

 

 

内山会長 

 

Ａ委員 

 

 

 

事務局（内田主

査） 

 

 

 

事務局（河野課

長） 

 

 

事務局（内田主

査） 

 

 

内山会長 

も添付することは可能でしょうか。 

 

   答申書はこの審議会としていただくものになりますので、審議

会として意見が統一されていなければ、そういった意見も併記し

ていただくようになります。 

 

   できれば、まとめてほしいと。 

 

   何故それを聞くかというと、間に合わないのではないかと思う

から。無理してまとめるよりは、まとまらなければ、まとまらな

い状況で答申することもあり得るとしたほうがいいのかなと思い

ます。 

 

   まあ、まとめましょうよ。ぜひ、御協力よろしくお願いします。 

 

   その関係ですが、いつも資料を自宅まで持ってきていただいて

います。メールで送ってもらうのが一番早い伝達方法ではないで

しょうか。 

 

事務局としましては、今までどおりお持ちしたいと考えており

ます。その上で、アドレス等を教えていただければ、メールで送

信した方が確かに早いので、先に見ていただきたいと思っており

ます。 

 

これからの流れとして、メールというのは有効であると思いま

す。 

 

⑸ その他 

報酬及び費用弁償、また、会議録について説明がなされた。 

また、委員名について、実名とするかアルファベット表記とす

るかについて確認がなされた。 

 

一般的にはＡ委員、Ｂ委員とするのが一般的ですので、それで
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事務局（内田主

査） 

 

内山会長 

 

Ｃ委員 

 

事務局（内田主

査） 

 

 

 

Ｃ委員 

 

 

 

内山会長 

 

 

Ｃ委員 

 

内山会長 

 

 

 

 

事務局 

よろしいでしょうか。 

 

（出席各委員から同意する意向が示された。） 

 

 【会議中でのＡ委員からの質問に対する回答】 

今１８歳の方と１９歳の方について、おおよそ１,０００人強

となっております。 

 

１,０００人。そんなものですか。 

 

少子化していますから。 

 

来年、１８歳に到達するという意味で、１７歳と１８歳にしま

すと、１７歳ですと、６月の時点で４７３人、１８歳は５３６人

となっております。これをあわせますと１,００９人となっており

ます。 

 

今、小中学校１０校で児童・生徒は、合わせて４,０００人い

ないんです。菁莪小学校などでは、１年生を２クラスにしていま

すが、高学年になると１クラスになっています。 

 

中学校の校長先生があと３年くらいすると３年生までで、１ク

ラスずつの３クラスになってしまうと言っていました。 

 

小学校がそういう状況ですからね。 

 

既に雑談で申し訳ないのですが、そのときの対応も考えている

ようです。学校も。先生の数とかね。いろいろな事を検討してい

るそうです。 

会議事項（５）まで終わりました。事務局にお返しします。 

 

４ 閉会 

河野課長が閉会を宣した。 
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